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時は1994年、社団法人行政情報システム研

究所の少し薄暗い会議室で、行政情報システ

ムのあり方についての提言を取りまとめる、

その年最終の委員会が開かれていた。「官民

接点の情報化による行政サービス改革」と題

する報告書の内容はすべて固まり、会議が終

了する直前、委員であった筆者が「この表題

はそのままにするとして、“電子政府の実現”

という言葉を副題として入れたらどうか」と

提案した。米国で“e-Government”の議論

が活発に行われていたこともあり、耳慣れな

い言葉ながら報告書の本質を際立たせること

ができると思ったからである。

筆者の提案に間髪を入れず、事務局席にお

られた研究所理事長（当時）の百崎英氏（元

総務庁総務事務次官）が、「それがいい、そ

れにしよう」と大声で発言された。筆者の知

る限り、それが日本の官庁の報告書で「電子

政府」という言葉が使われはじめた瞬間であ

った。最終的に、筆者が提案した副題が報告

書の表題となり、『電子政府の実現を目指し

て～官民接点の情報化による行政サービス改

革～』として1994年10月に出版された。

行政の情報化については、その当時から

“ワンストップ・ノンストップ・シームレス”

を基本理念とすべきだという議論が行われて

いた。報告書が出た1994年の12月には「行政

情報化推進基本計画」が策定され、翌1995年

には各省庁の「行政情報化推進計画」が 5カ

年の計画として出そろった。それ以降、電子

政府は産官学の活発な参画により、数千億か

ら兆円単位の予算をかけて大車輪で推進され

ていくことになる。

2001年 3月に策定され、「 5年以内に世界

最先端のIT国家を目指す」とした「e-Japan

戦略」において、電子政府の実現は当然なが

らIT戦略の重要課題と位置付けられ、「電子

政府予算」というカテゴリーが確立して、行

政の情報化は着実に進行していった。筆者自

身は、その後、官邸に設置された「IT戦略本

部」の「評価専門調査会」や、総務省の「情

報通信審議会」、日本経団連の「情報通信委

員会」などを通じて、電子政府を利用サイド

から評価する立場になったが、利用サイドに

立ってみてはじめて、電子政府という命名に

関与したことを後悔するようになった。

確かに、1995年以降「政府の電子化」は進

んでいるが、はたしてそれが利用者である生

活者や企業にとって真に有益な「電子政府」

になっているのか、という疑問を感じたので

ある。膨大な予算を使って政府の電子化は進

んでいるが、官と民の接点は、ワンストップ

にも、ノンストップにも、シームレスにもな

っていない現実が次第に明らかになってき

た。利用者の立場から見れば、本当に電子化

しなくてはならないのは「政府」でなく、利

用者との接点である「行政」であり、提案す

べきだったのは「電子政府」ではなく「電子
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行政」ではなかったかという想いである。

筆者はその後、2006年から「IT新改革戦略

評価専門調査会」の「電子政府評価委員会」

委員になったが、国民による電子政府のオン

ライン利用は遅々として進まず、e-Taxや特

許申請のような成功事例がある一方で、利用

率が0.01％以下のサービスも多いことに驚い

たものである。

さらに、政権交代後の2010年 4月には、総

務省の「グローバル時代におけるICT政策に

関するタスクフォース」の「地球的課題検討

部会」に設置された「電子政府推進対応ワー

キンググループ」（以下、WG）に座長とし

て参加した。そこで国民ID制度のあり方な

どを検討するなかで、筆者の考えはまた変わ

ってきた。今では、「電子政府」でも「電子

行政」でもなく、行政の情報化を「電子公共

サービス」と呼ぶべきだと確信するに至って

いる。

2010年 2月に始まった国家戦略室の「社会

保障・税に関わる番号制度に関する検討会」

では、省庁間の多様な番号（識別子）の連携

によって行政効率を向上させようという、い

わば「横の議論」が行われている。これ対し

てWGが行ってきたのは、電子政府にアクセ

スしようとする時の認証手段に関する国民の

負担があまりに過大で、電子政府の利用率が

低迷している現状をどう打開するかという、

いわば「縦の議論」である。

現在、国民が住民票の申請や税の確定申告

をオンラインで行おうとすると、公的個人認

証サービスの電子認証書が必要である。その

発行枚数は2009年末で約146万枚であり

（http://www.soumu.go.jp/main_content/

000087340.pdf）、これは経済活動人口の 3％

以下、人口の 1％程度でしかない。

これを早急に何とかしないと、いくら素晴

らしい番号制度や社会保障のシステムを整備

して行政事務を効率化したとしても、それに

アクセスできるのは国民の 1％程度でしかな

いことになる。これを放置したままで政府や

行政をいかに電子化しても、国民の支持を得

ることは困難であろう。国民一人一人が、専

門家の助けを借りなくても、簡易かつ快適に

さまざまな公共サービスを電子的に利用でき

るようにならないと、これまで行ってきた電

子政府、電子行政への投資は生きてこない。

WGでは、公的個人認証サービスの利用拡

大を図るとともに、民間のポータル事業者や

携帯電話事業者などに登録されているユーザ

ーのIDを使って電子政府や電子自治体にア

クセスできる制度的枠組みの実現を提案して

いる。アクセス面で一気に利用率を向上させ

ようとするとこのような手段が必要となるが、

その実現には強い政治的リーダーシップが不

可欠である。1994年の誕生以来、「電子政府」

は真に国民主役の「電子公共サービス」に脱

皮するための最大の山場を迎えている。 ■

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.



レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

6 2011年2月号

ID連携による「信頼性の高いID情報」の流通

「ID連携」とは、ユーザーのID情報（認証

結果および属性情報）をサービス間で交換す

ることである。ID情報を外部に提供するサー

ビスをアイデンティティプロバイダ（IdP）、

IdPからID情報を受け取る側のサービスをリ

ライングパーティー（RP）と呼ぶ（図 1参照）。

ID連携の代表例な活用例が、一度の認証で

複数サイトにログインできるシングルサイン

オン（SSO）である。IdPでの認証結果がRP

間で共有されるため、ユーザーは何度もログ

イン手続きをする必要がなくなり、利便性が

向上する。またIdPがRPに対して、認証結果

だけでなくユーザーの属性情報（年齢や住所

など）も提供すれば、RP側でサービスをパー

ソナライズ（ユーザーの属性に合わせて提示

する情報を変化させること）することや、新

規ユーザー登録時の情報入力の省力化も可能

となる。

近年、ID連携は実際のサービスに適用する

動きが広まっているが、特に2010年以後、「信

頼性の高いID情報」の提供にID連携を活用す

る事業者が増えている。2010年 5月にはNTT

グループが「NTT IDログインサービス」を

開始した。このサービスはNTTグループの

docomo ID、OCN ID、goo IDを使って他の

事業者のネットサービスにSSOできるように

するものである。このうちdocomo IDはNTT

ドコモの契約者のみが取得可能なIDであり、

契約時に免許証などによる本人確認がなされ

ている。海外では、ネット決済サービスの

PayPal社（本社は米国）が2010年10月から本

格的にID情報の提供を開始した。同社も不正

利用防止の観点から新規ユーザー登録時にク

レジットカードによる本人確認を行っている。

そのためこれらのID情報は外部の事業者にと

って信頼性の高い情報である。

信頼性の高いID情報を提供するIdPの登場

により、ID連携の適用シーンは拡大するだろ

う。実際に「NTT IDログインサービス」の

発表時には、JTB、角川グループ、シャープ、

大和ハウスグループ、損害保険ジャパン、三

井住友海上火災保険など、さまざまな業種の

企業が賛同企業として名を連ねており、注目

度の高さがうかがえる。

ネット決済やポイントサービスにも活用

ネット決済やポイントサービスにID連携を

活用する動きも活発である。

ID連携による新たなITサービスの興隆

本誌2009年 8月号の特集「IDビジネスの新たなステージ」では、ネットワーク上のユーザー

のID情報を活用したビジネスの可能性や、その中核要素であるID連携の概要、実サービスへの

適用事例について紹介した。本稿では、さらに重要性を増したID連携を活用したサービスの動

向について事例を中心に解説し、今後のITサービスのあり方を考察する。

特　集　［立ち上がるID連携サービス］
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ネット決済では、楽天の「楽天あんしん支

払いサービス」、Yahoo! JAPANの「Yahoo!

ウォレット」、そして2010年 6月にサービスを

開始したKDDIの「auかんたん決済」、「NTT

IDログインサービス」を活用した2010年12月

開始の決済サービス「NTTネット決済」な

ど、企業が保有する膨大なID情報と決済・課

金機能を組み合わせたサービスの提供が始ま

っている。これらの決済サービスに登録して

いるユーザーは、対応したEC（電子商取引）

サイトの新規登録・ログインから支払い手続

きまで、決済サービスのIDを利用してシーム

レスに行うことができる。

「楽天あんしん支払いサービス」や「Yahoo!

ウォレット」は、それぞれ自社のポイントサ

ービスと連携しているため、連携先のECサイ

トで決済すればポイントも貯まる仕組みにな

っている。2010年10月にはカルチュア・コン

ビニエンス・クラブも「TログインID」とい

うサービスを開始した。このサービスは、複

数のサービスで利用できる「共通ログインID」

であり、同社のTポイントカードを登録して

おくと、提携サービスの利用でポイントが貯

まる仕組みである。

ID連携が加速するサービスのAPI化

ソーシャルネットワーキングサービス

（SNS）を提供する各社も、早くからIdPとし

て外部にID情報を公開してきた。そして現在

各社はID連携を活用して、サービスを新たな

方向に広げている。

その 1つが、自社サービスをAPI（プログ

ラムで利用できる関数・手続きを定めたもの）

化してパートナー企業向けに公開する動きで

ある。米国のFacebook社は2010年 4月に、自

社の豊富なソーシャルグラフ（ユーザーの人

間関係データ）をAPI化した「Graph API」

を公開した。国内でもミクシィが2010年 9月
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図１　ID連携の構成要素 

②ID情報の提供やサービスの 
　実行を要求 

①サービスにアクセス 

③ユーザー認証、属性提供・サービス 
　呼び出しの可否の確認 ユーザー ⑤サービスを提供 

④ID情報の提供、サービスの 
　実行結果の提供 

・通信事業者（NTTグループ） 
・ネット決済／ポイント（楽天、Yahoo!  
　JAPAN、KDDI、PayPal） 
・ソーシャルネットワーキングサービス 
　（Facebook、ミクシィ） 
・金融サービス（E*TRADE Financial） 
・SaaSプラットフォーム（Google Apps、 
　Salesforce.com） 
※カッコ内は主な事業者 

・ECサイト 
・eラーニング 
・福利厚生サービス 
・オンラインゲーム 
・コミュニティサイト 
・オンラインニュース 
・SaaS事業者 
・市民向け行政サービス 

アイデンティティプロバイダ（IdP） リライングパーティー（RP） 
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に「mixi Graph API」の提供を発表し、自

社サービスのAPI化を急ピッチで進めている。

パートナー企業のWebサイトでは、ソーシ

ャルグラフを自社サイトのユーザーIDと連携

させることが可能になり、コンテンツを「ソ

ーシャルネットワーク上のその人の友だち」

が注目しているアイテムに変更したりするな

ど、ユーザー単位での高度な最適化を行うこ

とができるようになる。また自社サイトでの

ユーザーの行動をソーシャルネットワークに

フィードバックして、自社サービスの魅力を

高めることも可能になる。

IdPの役割は、その名のとおり「ユーザー

のID情報を外部に提供する」ということであ

るが、SNSでは、単に自社が保有するID情報

を提供するだけでなく、そのID情報の価値を

さらに高めようとしているのである。

自社のWebサイトのサービスをAPI化し、

他の事業者のサービスから自社のサービスを

利用してもらうためにID連携は欠かせない機

能である。米国では、SNS以外のビジネスに

おいてもID連携の取り組みが進んでいる。

米国の証券会社E*TRADE Financial社は

2010年に、自社の株式取引サービスをAPI化

し、パートナー企業に公開した。パートナー

企業は、ユーザーがE*TRADE Financial社

とのID連携に同意すれば、そのユーザーに成

り代わってE*TRADE Financial社のポート

フォリオにアクセスしたり、売買注文をした

りすることができる。E*TRADE Financial

社が自社のサービスをAPI化する目的は取引

量の増大であり、そのためには必ずしも自社

サイトにアクセスしてもらう必要はなく、外

部のサービス経由で利用してもらってもよい。

このように、自社サービスへのアクセスチ

ャネルとして他社のサービスを活用するビジ

ネスモデルが、ID連携によって現実に始まっ

ている。

ID連携に基づくサービス連携の強化

これまで、企業間でのID連携は、パートナ

ー企業やグループ企業間に適用されることが

ほとんどであった。しかし近年は、特にSaaS

（ソフトウェアをインターネット経由でサービ

スとして利用する仕組み）事業者において、

ID連携をベースにサービス連携を強化してい

く動きが活発になってきている。

「Google Apps Marketplace」は、米国の

Google社が外部事業者のSaaSを販売するWeb

サイトだが、ここではGoogle社自身のSaaSア

プリケーション「Google Apps」のユーザー

情報と各種APIのアクセス権限を、外部事業

者にID連携によって提供している。これによ

り、外部SaaS事業者は「Google Apps」のサ

ービスと自社サービスとを組み合わせた複合

的なサービスをユーザーに提供することが可

能となる。

また、米国salesforce.com社の「Force.com」、

米国IBM社の「LotusLive」、ドイツSAP社の

「StreamWork」、サイボウズの「サイボウズ

特　集特　集
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Live」など、外部向けAPIにID連携を組み合

わせるケースが増加しており、ID連携を軸に

した企業アプリケーション間のサービス連携

が浸透してきている。

ID連携の標準仕様

以上で紹介した、ID連携を活用したサービ

スでは、ほとんどがオープンなID連携の仕様

を採用している。特に採用事例が多いのは、

OpenID Foundationが推進する「OpenID」と、

IETF（ Internet Engineering Task Force）

にて標準化が進められている「OAuth」であ

る。「OpenID」は各種のWebサイトで共通に

使えるURL形式のID、「OAuth」はWeb API

のアクセス認可の仕様である。

「OpenID」と「OAuth」はシンプルであり

ながら実用上十分な機能を実現しているため、

消費者向けサービスでの採用が進み、ネット

決済やSaaSでも活用されるようになっている。

2011年には、さらなる実装のしやすさと適用

シーンの拡大に対応すべく、「OpenID」と

「OAuth」の新バージョンが策定される見込

みである。この 2つが今後のサービス連携の

基盤技術となることは間違いない。

今後のITサービスのあり方

2010年以降、ID連携には 2つの大きな流れ

ができている。1つは「IdPが提供するID情報

の“確からしさ”（信頼性）の向上」であり、

もう 1つは「ID情報を軸とするサービス連携

の多様化」である。この流れの中でID連携の

活用がますます広がっていくとすれば、今後

のITサービスをどう考えるべきだろうか。

まずは自社のサービスに他事業者のサービ

スを組み込むためのID連携について検討する

べきである。本人確認処理のアウトソーシン

グサービスや、ポイントサービス、ネット決

済サービス、ソーシャルネットワークを活用

した新たな手法のマーケティングなど、さま

ざまなサービスがIDを中心に動き出している。

また、IdPとして自社サービスをAPI化する

ことも戦略的に検討すべきである。パートナ

ー企業や提携先のサービスを自社顧客へのア

クセスチャネルとして活用する新たなサービ

スモデルの構築に向けて、ID連携の果たす役

割は大きい。

振り返れば、2010年はID連携にとって転機

であったといえる。さまざまな事業者が新た

にIdPとしてID連携に参入したことにより、

RPとしてID連携に対応する事業者も増え、さ

らにRPの裾野の拡大がまた別の事業者のIdP

化を促すといった成長スパイラルが確立した

のである。

次ページ以後の特集記事では、ID連携で先

行する米国での取り組みの事例や、日本で野

村総合研究所（NRI）が携わっている公共セ

クターならびに民間セクターでのID連携関連

の活動を紹介する。本特集が、これからのIT

サービスのグランドデザイン検討の基礎とな

れば幸いである。 ■
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サイバースペースの問題点

2010年 6月に、米国の国土安全保障省が

「National Strategy for Trusted Identities in

Cyberspace：NSTIC」（サイバースペースに

おける信頼できるアイデンティティのための

国家戦略）を発表した（http://www.dhs.gov/

xlibrary/assets/ns_tic.pdf）。

サイバースペース（オンラインネットワー

ク環境）は、いまやコミュニケーションの基

盤としてなくてはならないものとなってお

り、サイバースペースにおけるセキュリティ

は、経済活動にとどまらず国家の安全にも欠

かせないものである。

NSTICでは、サイバースペースの問題点

として主に以下の 3つがあげられている。

①貧弱なアイデンティティソリューション

身元確認（ID情報の登録）、本人確認（認

証）、認可のプロセスが貧弱なため、オンラ

イン詐欺、ID情報の窃盗、なりすましなど

の被害を招いている。

②ユーザー中心でないオンライン環境

ユーザーがさまざまなWeb上のサービス

を利用するようになったことでID、パスワ

ードが増え、ユーザー自身が管理しきれなく

なっている。また、ソーシャルメディアのよ

うにID情報（個人の情報や他者との関連性

の情報）を持つサイトが増えたことにより

ID情報暴露の危険性が高まっている。

③サービスの内容とセキュリティレベルの不

整合

サービスの内容に見合った適切なセキュリ

ティレベルが確保されておらず、セキュリテ

ィリスクが存在する場合がある。

NSTICではこれらの問題を解決するため、

適切に身元確認・当人確認・認可された“信

頼できるデジタルアイデンティティ”を確

立・維持することに主眼を置く。これを実現

するための仕組みがIdentity Ecosystemであ

る。NSTICではIdentity Ecosystemの構築に

官民あわせ国全体で取り組むことが必要であ

ると訴えている（政府の役割は“リーダーシ

ップを発揮すること”とされている）。

Identity Ecosystem構築の取り組み

NSTICによれば、Identity Ecosystemとは

「市民・組織が安心・簡単にオンラインサー

ビスを利用できるための、ユーザー中心のエ

コシステム（持続的な仕組み）」である（図

1参照）。Identity Ecosystemが実現すれば、

信頼できるID情報の確立のために
―米国が取り組むIdentity Ecosystem―

利便性とセキュリティを両立させた信頼できるオンライン環境を構築する取り組みが各国で

進んできている。米国では、オンライン環境の信頼性を確保し、ID連携によってサービスの利

便性や質を高めるため、官民の枠を超えた仕組みづくりが進められている。本稿では、この米

国の取り組みを概説し、民間IDの連携や活用のための条件について考察する。

特　集　［立ち上がるID連携サービス］
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ユーザーは行政サービス、民間サービスを問

わず自分の好きなIDを使って利用でき、そ

の際に自分のどのID情報を連携させるかを

自分自身でコントロールできるようになる。

また、サービスの内容に応じたセキュリティ

に見合う認証手段が提示されるため、リスク

を最小限に抑えることができる。

NSTICは、Identity Ecosystemを以下のよ

うに統制、管理、実行の 3つのレイヤーから

構成されるとしている（次ページ図 2参照）。

①統制レイヤー

IdP（Identity Provider：ユーザーのID情

報を提供する事業者）、RP（R e l y i n g

Party：IdPが提供するID情報を利用してサ

ービスを提供する事業者）、AP（Attribute

Provider：ユーザーの属性情報を保管・提供

する事業者）の三者のサービスを信頼付与機

関が監査し、各事業者に監査レベルに応じた

トラスト（信頼）マークを付与する。この仕

組みを信頼フレームワークと呼ぶ。

②管理レイヤー

ユーザーがインターネット上のサービスの

利用登録を行う際に、ユーザーの身元確認を

行い、IDや“クレデンシャル”（パスワード、

電子証明書、指紋など自分であることを証明

する手段）を発行する。

③実行レイヤー

ユーザーがサービスを利用する際に、各サ

ービスの間での情報連携の可否や、やり取り

される情報の内容をユーザーが決定する。連

携できるのは、サービスの利用に必要な最低

限の情報のみである。
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野村総合研究所
基盤ソリューション事業本部
DIソリューション事業部
主任システムコンサルタント

山崎崇生（やまさきたかお）
専門はデジタルアイデンティティに
関するサービスの企画・営業

図１　ユーザー中心主義のIdentity Ecosystem

●トランザクションに必要な最低限の情報のみを連
携させ、その他の情報は漏らさない。 

●厳密なアクセスコントロールにより、情報の不正
利用リスクを減らす。 

●Identity Ecosystemを利用するかどうかは個人・
組織ともに自由選択とする。 

●強力で相互運用性のある技術とプロセスにより、
ステークホルダー（利害関係者）間の“適切な信頼
レベル”を実現する。＊ 

●1つのアイデンティティをさまざまなWebサイトで
利用できるようにする。また、サービス提供者が
さまざまなクレデンシャルや認証メディアを受け
入れられるようにする。 

●さまざまな官・民のアイデンティティから自分の
好きなものを利用できるようにする。 

＊常に高信頼（高セキュリティ）を求めることは、ユーザーにとって不便であり、サービス利用促進の妨げとなる。 

プライバシー保護と参加の自由 相互運用性（Interoperability） 

●サービスの性質に応じて適切な（かつ相互運用可能な）クレデンシャルを選択して利用できる。＊ 
●ユーザーは必要な情報以外を連携しないようにコントロールできる。 
●サービス提供者による個人情報やクレデンシャルの名寄せを禁止することができる。 

ユーザー中心主義のIdentity Ecosystemにより、ユーザーは、 
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上記の各レイヤーにおいて、ユーザーは利

用するIdP、AP、クレデンシャルを自由に選

ぶことができる。例えば、医療情報を扱うサ

ービスでは信頼度の高いトラストマークが付

特　集特　集

図２　Identity Ecosystemの３つのレイヤー 

■統制レイヤー 

■管理レイヤー 

■実行レイヤー 

RP APIdP

信頼付与機関 

プロバイダ 

信頼フレームワークに 
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利用例（妻が夫の医療情報を参照する場合） 

提携していない
人・組織が互い
のデジタルアイ
デンティティを
信頼できるよう
にする。 

オンライントランザクションに先立
ち、申請者はIdPからクレデンシャ
ルを得る。 

個人、組織や非人格物がルールに基づいて
オンライントランザクションを実施する。 

統制機関はトラストマークを付与するためのルールを決め、
信頼付与機関の認定を行う。信頼付与機関は、信頼フレ
ームワークを基に、個人を除くすべての参加者の検証と
トラストマーク付与を行う、管理レイヤーの事項に先立
って以下を実施する。 
①病院（RP）は携帯電話事業者（IdP）からクレデンシャル
を受け取ることについて、信頼付与機関から認定を受
ける。 
②携帯電話事業者は、IdPとして振る舞ってよいかについ
て、信頼付与機関から認定を受ける。 
③かかりつけ医（AP）も、APとして振る舞ってよいかに
ついて、信頼付与機関から認定を受ける。 

実行レイヤーの事項に先立って以下を実施する。 
①妻は、携帯電話事業者によるサービスに加入する際、
デジタルアイデンティティを確立しておく。 
②携帯電話事業者は、身元確認標準に従って身元確認を
行い、クレデンシャルを発行する。 
③妻は、病院サイトにクレデンシャルを事前登録しておく。 
④かかりつけ医は、医療情報を開示してよいという夫の
承諾のもとに、属性情報を適切に検証・保持する。 
⑤夫は、医療情報開示同意の際、妻の名前と携帯電話番
号を登録する。 
⑥病院サイトはEV証明書を取得し、フィッシングサイト
ではないことを証明できるようにする。 

①妻は、携帯電話をUSB接続でPCにつなぎ、病院サイト
にアクセスする。 
②携帯電話内に携帯電話事業者より発行されたPKI（公開
鍵暗号）があり、携帯電話内のTPM（信頼プラットフォ
ームモジュール）により認証され、認証結果が病院サイ
トに送られる。 
③病院サイトは、認証結果を受けて、夫のかかりつけ医
から医療情報を取得する。かかりつけ医は、病院サイ
トから受けた認証を基に、妻が夫の病歴参照を許可さ
れているかを確認し、情報を連携させる。 

出所）「National Strategy for Trasted Identities in Cyberspace」に 
　　　基づきNRI作成 
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与された銀行のIDとワンタイムパスワード

を使い、公立施設の予約のような場合には一

般のポータルサイト（GoogleやYahoo!など）

のIDとパスワードを利用するといった具合

である。いずれの場合も、ID連携によって

ユーザーネームやパスワードの入力なしにサ

ービスにログイン可能である。

以上の 3つのレイヤーにより、利便性とプ

ライバシー保護を両立させたユーザー中心の

仕組みが実現される。また、各サービス事業

者は信頼フレームワークによって信頼レベル

が認定されているので、事業者は他の事業者

との連携可否を機械的に判断することができ

る。Identity Ecosystemは、サービス提供者

側（政府、民間事業者）にとっても利便性が

高い仕組みなのである。

世界的に進む取り組み

NSTICは市民、有識者からのパブリック

コメントを反映させた最終版が発表される予

定になっている。NSTICが掲げる、信頼フ

レームワークによる事業者間の信頼関係の構

築と民間IDの連携の仕組みはOITF（Open

Identity Trust Framework）モデルと呼ば

れ、米国での政府や民間サービスの今後のト

レンドとなることは確実である。

Web技術に関する国際的な標準化団体

OASIS（Organization for the Advancement

of Structured Information Standards）にお

いても、各国の電子政府システムをユーザー

中心モデルに作り変えるため2010年 9月に

「Transformational Government Framework

Technical Committee」が設置されており、

NSTICと同様に信頼フレームワークと民間

IDの連携を中心に据えた電子政府構築のガ

イドラインを作成しようとしている。

日本でも、「OpenID」（対応するWebサイ

トで共通に使えるURL形式のID）の普及団

体である「OpenIDファウンデーション・ジ

ャパン」を中心に、日本版OITFモデルの検

討が始まっている。政府でも、高度情報通信

ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本

部）が2010年 5月に「新たな情報通信技術戦

略」を発表し、「国民が主導する社会」を実

現するための国民ID制度を打ち出している。

その中では、「インターネットを通じて利便

性の高いサービスを提供するため、民間ID

との連携可能性を検討する」とされている

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511

honbun.pdf）。

また、総務省に設置された電子政府推進対

応ワーキンググループも、2010年10月の報告

書（案）で、「民間IDの利活用」や「認定制度

（信頼フレームワーク）の確立」に言及して

いる（http://www.soumu.go.jp/main_content/

000087340.pdf）。野村総合研究所（NRI）は、

国内外における信頼フレームワークの構築に

向けた政府および民間の活動を強く支援する

ことで、ID連携サービスの市場拡大に寄与し

ていきたいと考えている。 ■
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進むID連携の仕組みづくり

経済産業省は2010年 2月23日～ 3月15日

に、IT政策に関する意見の投稿・議論の場

として「経済産業省アイディアボックス」を

開設した。「アイディアボックス」は、国が

運営するWebサイトで初めて、ID連携の仕組

みであるOpenID（各種のWebサイトで共通

に使えるURL形式のID）に対応し、Google、

Yahoo！JAPAN、livedoor、ミクシィなど民

間の大手サイトのIDを使ってログインでき

るようになっていた。これは多くの国民がす

ぐに議論に参加できるようにするための配慮

である。このように、今後、日本の公共サー

ビスにおけるID連携はさらに広がっていく

と予想される。

ただしそのためには、政府、民間で運営さ

れる多様なWebサイト、サービス間でID連

携を実現するための技術や制度的な仕組みの

検討が必要である。現在、この検討は民間団

体が中心になって行われているが、ID連携

は公共サービスにも導入されることを考えれ

ば、米国におけるOITF（Open Identity

Trust Framework）構想（詳細は本誌10ペ

ージ「信頼できるID情報の確立のために」参

照）のような政府レベルの取り組みも必要で

あり、有識者による作業部会や実証事業など

による検討が進められている。

NRIは、これら政府が行う検討活動に数年

来、参画してきた。以下では、2009年度に行

われた 2つの実証事業について紹介する。

認証基盤連携による相互運用性確保

近年、ブロードバンドの普及が急速に進み、

インターネット上のサービスの利用も拡大し

ているが、通信事業者が独自の認証方式を採

用している場合が多く、管理コストの増大や

ユーザーの利便性の低下などが問題となる。

これを解決するため、認証基盤の相互運用性

を確保する取り組みが進められているが、

「消費者の理解が不十分」、「事業者間の運用

ルールが未整備」、「技術や制度の検証が不十

分」などの点が課題となっている。

そこで総務省は携帯電話事業者、ITベン

ダー、コンテンツ事業者などの参加を得て、

「認証基盤連携による相互運用性確保」の実

証事業を2009年12月から2010年 3月に実施し

た（図 1参照）。実証事業では、異なる認証

プロトコルを採用するサービス事業者間での

連携の方式や、サービス事業者共通に流通可

公共セクターにおけるID連携の取り組み
―NRIが参加した政府の実証事業―

ID連携技術の発達に伴い、国民生活の利便性向上を目的に、インターネット上のサービス間

のID情報の連携に関する議論が政府でも進んでいる。野村総合研究所（以下、NRI）は、政府

の実証事業に積極的に参加し、技術や制度の面で政府への提言を行っている。本稿では、2009

年度にNRIが参加した実証事業の概要を紹介する。

特　集　［立ち上がるID連携サービス］
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能な属性プロファイル案などが検

証された。また、モニター試験を

通じたユーザーへのアンケート調

査の結果、認証結果を連携させる

サービスを利用したい人は70％以

上、属性情報を連携させるサービ

スを利用したい人は90％以上であ

ることなどが確認された。実証事

業の結果については標準化団体で

継続して検討することが計画され

ている。

官民連携サービスのあり方

2009年 7月策定の「i-Japan戦略2015」で、

「電子私書箱サービス」構想が打ち出された。

これは、公共機関や民間企業から市民・消費

者に送付される紙文書（年金記録、銀行取引

の記録、株式・投資信託の売買通知など）を

ポータルサイト上でまとめて閲覧可能にする

仕組み（電子交付サービス）である。

個人情報を取り扱う「電子私書箱」は、利

便性と安全性を考慮した機能および制度設計

が必要となる。そこで経済産業省は、ITベ

ンダー、金融機関をはじめとする電子交付サ

ービスの提供企業などの参加を得て、「デジ

タル市民プロジェクト」と名づけた実証事業

を2009年10月から2010年 3月まで実施し、官

民連携サービスのあり方に関する利用者の意

識調査や、制度的な課題の検討、必要な要素

技術の検証などを行った。

意識調査では、電子交付サービスを利用し

たいと考えているユーザーが 9割を超えるこ

とが分かった。また、民間事業者がサービス

の運営主体となる場合に行政機関の認定制度

が必要であること、OpenID CX（Contract

Exchange）を中核技術とした契約ベースの

ID連携（IDの利用目的や利用期間をサービ

ス間で契約として定める仕組み）が適してい

ることなどが確認された。課題としては、公

共機関のIDと民間IDとのひも付けを可能に

する制度設計の必要性などがあげられた。

2010年 5月、政府は国民ID制度導入へのロ

ードマップを発表しており、ID連携の議論は

さらに活発化すると考えられる。NRIもこの

議論に参加し、ID連携を通じた国民生活の利

便性向上を追求していく考えである。 ■
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図１　認証基盤連携の実証事業における認証モデル 

共通インタフェース 

携帯電話 PC

有料コンテンツ 
（携帯電話用） 

有料コンテンツ 
（PC用） 

①コンテンツプロバイダにアクセス 

②認証・属性要求／応答（OpenID） 

IdP

●コンテンツプロバイダはインタフェースを１つだけ作ればよい。 
●コンテンツプロバイダの認証方式、電文仕様が統一されているため、複
数の認証機能を作る必要がない。 
●ユーザーは１回のコンテンツ購入・登録のみで、複数種類のデバイスから
コンテンツにアクセスできる。 
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高まるワンストップサービスへの要求

近年、さまざまなインターネット上のサー

ビスによって消費者の利便性が高まっている

一方で、建て増し的な拡張が行われたり、提

供側の業務や組織の都合で複数のサービスが

並存したりするなど、ユーザーが利用しやす

いサービスになっていないケースも少なくな

い。1つの企業内に個別に存在する複数のサ

ービスを統合し、さらには他の企業が提供す

るサービスを自社サービスと連携させ、ワン

ストップでユーザーにサービスを提供できる

ようにすることが、いま多くのサービス提供

企業の課題となっている。

金融業界でも、昨今の厳しい経済環境や、

他業種からの金融サービスへの進出、企業合

併や統合の加速などを背景に、銀行・保険・

証券といった金融機関が相互に連携して顧客

基点のサービスを提供できるリテールネット

チャネルを目指す機運は高まっている。

しかし、これを実現するための課題は小さ

くない。インターネットバンキングなどで共

同センターサービスを利用している場合、企

業固有の要件に対応して既存サービスを改修

するには多大なコストと時間がかかる。また、

金融機関という特性上、個人情報の取り扱い

には特に慎重でなければならず、他社サービ

スとの連携には安全性が何より必要になる。

そこでNRIは、金融機関が顧客ユーザーに便

利で安全なワンストップサービスを提供する

ための「金融総合サービス」を2010年から提

供している（図 1参照）。

「金融総合サービス」ソリューション

「金融総合サービス」は、既存のサイトを改

修することなくそのまま活用し、それらのサ

イトで提供されているサービスをワンストッ

プ化するための、ID連携技術を活用したクラ

ウド型の基盤ソリューションである。ユーザ

ーごとの情報収集、管理・分析、配信、シン

グルサインオン（一度の認証で複数のサービ

スを利用する仕組み）、セキュリティなどの基

盤機能を持ち、企業は自社の要件に合わせて

自社サービスと外部サービスを連携させ、自

社を入り口としたワンストップサービスをユ

ーザーに提供できるようになる。実際に金融

機関のネットチャネルで提供されているサー

ビスには以下のようなものがある。

①口座情報一覧サービス

顧客ごとの銀行口座、証券口座、クレジッ

民間セクターにおけるID連携の取り組み
―金融サービスのワンストップ化を実現―

さまざまなインターネット上のサービスをワンストップ（一度のみのログイン）で利用可能

にする必要が叫ばれて久しい。金融機関でも、ユーザーのIDを安全に連携させる仕組みが整備

されてきたことなどから、ワンストップサービスが実現可能になっている。本稿では、野村総

合研究所（以下、NRI）が提供している「金融総合サービス」を紹介する。

特　集　［立ち上がるID連携サービス］
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トカード利用明細、各種ポイントなどの情報

を集約して表示する。

②電子交付サービス

投資信託や定期預金、住宅ローンなどに関

する帳票を電子化し、顧客に電子メールで送

付する。

③“One to One”メッセージ表示サービス

個々の顧客の属性に応じたキャンペーンや

広告、メッセージなどを表示する。

④パーソナルアラートメールサービス

株価や金利などの値動きの情報、口座への

振り込み、カード利用の限度額到達などの利

用状況を電子メールで通知する。

⑤セキュリティ強化サービス

ニーズに合わせてリスクベース認証（アク

セスの手段でリスクを判定する認証の仕組み）

やワンタイムパスワード（ランダムに生成さ

れる短時間だけ有効なパスワード）のシステ

ムを導入できる。

⑥外部ID認証サービス

顧客ユーザーがよく使っているIDでログイ

ンできるようにする。

さらなるビジネス拡大に向けて

これまで、ネットチャネルで上記のような

統合的なサービスを提供するためには、大き

なコストと時間が必要であった。「金融総合サ

ービス」を利用すれば、インターネットバン

キングやインターネット投信取引などの既存

サービスのシステムに改修を加えることなく、

低コスト、短期間で統合サービスを提供でき

るようになる。これにより、ユーザーの裾野

の拡大や訪問頻度の増加が期待できるととも

に、その訪問機会をとらえた個人のニーズに

適合するマーケティングや関連ビジネスの拡

大も可能になると考えられる。 ■
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図１　「金融総合サービス」ポータルサイトの画面例 

個々の顧客に応じたメッセ
ージを表示。 

■“One to One”メッセージ 
　表示エリア 

バナー情報を表示。レコメ
ンド機能の実装により、取
引・資産・属性などに応じ
たバナー情報の自動表示も
可能。 

キャンペーン情報を表示。
レコメンド機能の実装によ
り、取引・資産・属性など
に応じたキャンペーン情報
の自動表示も可能。 

■キャンペーン訴求エリア 

■バナー表示エリア 

各種の取引残高と総資産額
を表示。明細表示や、当該
サイトへの自動ログイン機
能も提供。 

閲覧を選択すると詳細な電
子書面の閲覧が可能。 

アラートの内容をユーザー
が登録可能。 

■口座情報一覧参照エリア 

■電子交付新着お知らせエリア 

■パーソナルアラートメール 
　設定エリア 
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“攻め”に転じる経営

日本経済が2008年の世界金融危機による景

気後退から回復しつつあるなかで、企業は成

長戦略をどのように描いているのだろうか。

最初に外部環境変化に対する経営の意識に

ついて尋ねた（図 1参照）。今後の経営に大き

な影響を与える外部環境の変化として、「国内

市場の成長鈍化と新興国市場の発展」をあげ

た企業が59.2%と最も多い。世界金融危機後の

新興国の経済成長を反映したものと思われる。

次いで多いのが「産業構造の変化」（46.3%）

であり、基幹産業の交代や成長分野の変化が

注目されているようである。

この 2つの項目は 2年前の調査からそれぞ

れ13.9ポイント、20.9ポイント増えており、こ

れらへの対応はますます重要な経営テーマと

なるであろう。実際、新興国市場での事業拡

大や、成長分野での新ビジネス創造に取り組

んでいる企業は多く、経営の意識がコスト削

減のような“守り”から、売上高を伸ばすた

めの“攻め”へと転じていることは明らかで

ある。

スピードアップと多様化への対応でITに期待

“攻め”に転じた経営は、ITに対してどのよ

うな期待を抱いているのだろうか。ここでは

商品やサービスとの関係に絞って紹介する。

求められる“攻め”のIT投資への転換
―NRIの企業実態調査の結果から―

野村総合研究所（NRI）は2010年 9月に、国内大手企業の経営企画担当役員もしくは部室長

に相当する方々を対象に、「経営戦略におけるIT（情報技術）の位置づけに関する実態調査」を

実施した（有効回答404社）。本稿では、この調査結果に基づいて、経営の外部環境認識やITに

対する期待を紹介しながら、IT投資に対する考え方の転換の必要を提言する。

トピックス

図１　経営に大きな影響を与える環境変化（上位5項目） 

業界構造の変化（リーディング企業の盛衰、 
新たな合従連衡など） 

産業構造の変化（基幹産業の交代、成長分野 
の変化など） 

国内市場の成長鈍化や新興国市場の発展 

法制度や業界ルール、商慣行の変化、およ 
び規制の緩和・強化 

原材料やエネルギーの価格の変動、獲得競 
争の変化 
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出所）野村総合研究所「経営戦略におけるIT（情報技術）の位置づけに関する実態調査」（2010年） 
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ITへの期待が最も高かったのは、「商品・

サービスを市場投入するまでの期間の短縮」

に取り組んでいる企業で、その 6割以上がIT

によるスピードアップ効果を期待している。

市場の変化に迅速に対応し、競争力を高める

ことが目的といえる。

「商品・サービスの多様化」に取り組む企業

でも、その 6割近くがITに期待している。異

なる市場それぞれに合わせた商品・サービス

の多様化を進めつつ、それに伴う在庫の増加

や管理コストの増大をITの活用によって抑え

たいというねらいがある。また、ITの活用に

よって、市場の情報などを商品・サービスの

開発に迅速に反映させたいという思いもある。

“攻め”のIT投資に向けた共通認識が必要

では、経営の意識が“攻め”に転じたとき、

IT投資に対する考え方はどう変化しているの

だろうか。

図 2はIT投資の目的をあげてもらったもの

である。最も多かったのが「業務の改善」で、

次いで「経営管理の高度化」である。IT投資

の目的として「重視している」と「やや重視

している」と答えた企業を合わせると、それ

ぞれ95.5%、86.6%であった。既存ビジネスの

効率化を目的とした“守り”のIT投資が中心

といえる。一方、売上高の向上を目的とした

“攻め”のIT投資である「顧客への付加価値

の向上」、「環境変化への対応」、「新ビジネス

の創造」を目的とする企業はそれぞれ63.1%、

36.4%、23.0%（「重視している」と「やや重視

している」の合計）である。経営の意識とIT

投資の間には差があるといえそうだ。

“攻め”のIT投資では、従来と異なる方法が

必要となる。投資効果の測定には業務改善な

どとは異なる評価指標が求められる。また、

自社で業務システムを持たず、外部のサービ

スを利用するという選択肢もある。従って、

IT投資に対する考え方の転換が必要である。

そのために、経営とIT部門は、“攻め”のIT

投資のあり方について共通認識を持つことか

ら始めるべきである。 ■
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図２　IT投資の目的 

業務の改善 
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出所）野村総合研究所「経営戦略におけるIT（情報技術）の位置づけに関する実態調査」（2010年） 
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回復に向かうロシア経済

リーマンショックを契機とした世界的な金

融危機の影響で、2009年のロシア経済（GDP）

はG20（主要20カ国・地域）で最大の7.9％の

マイナス成長を記録した。

これに伴って、好調であったロシアのITサ

ービス市場も大きく落ち込んだ。ロシアのIT

コンサルティング会社アスチェロス社による

と、ITコンサルティングを含めたITサービス

業界全体の2009年の売上げは前年比約30％減

少したという。

しかし、ロシア経済は2010年上半期には底

を打ち、同年は約 4％のプラス成長を達成し

たと見られている。これに合わせるように、

ITコンサルティング業界の売上も再び増加に

転じたという。（ロシアの主要経済誌『プロフ

ィリ』による）

ただし、2000～2008年の間にGDPが毎年4.7

～10％の高成長を記録してきたのに対し、リ

ーマン危機後は年 3～ 4％台にとどまる見通

しである。ロシアにおけるITサービス市場の

伸びも、かつては年15～20％だったが、5～

10％程度にとどまると見られる。（アスチェロ

ス社による）

ITサービス市場の変化

成長が比較的鈍化しているロシア経済の動

向に合わせて、ITサービス市場にも変化が見

られる。

リーマン危機以前は大規模な情報システム

の導入がさかんに行われていたのに対し、ロ

シアの大手ITコンサルティング企業、ATコ

ンサルティング社のマネージングパートナー、

セルゲイ・シーロフ氏によると、現在、最も

需要があるのはBI（ビジネスインテリジェン

ス）システムであるという。企業の収入が減

少するなかで、事業プロセスのどこで収益が

上がり、どこにコストがかかっているのかを

浮き彫りにさせたいと経営者が考えるように

なっていることの表れと思われる。

同じく大手ITコンサルティング企業である

シトロニクス社は、小売業大手のジェツキ

ー・ミール（子どもの世界）社の全国チェー

ンに、大規模な新規システムの開発ではなく、

米国Oracle社が開発したパッケージシステム

の導入を勧めている。

『プロフィリ』によると、主要業種における

ERP（統合基幹業務システム）パッケージの

ベンダーは、燃料・電力分野ではドイツSAP

ロシアにおけるITサービスの需要変化

2008年のリーマン危機をきっかけに、順調だったロシア経済は2009年に大幅なマイナス成長

となったが、2010年にはプラス成長に戻り、それに伴ってITコンサルティング業界の売上げも

上昇に転じた。本稿では、リーマン危機の前と後で見られるITコンサルティングの需要の変化

を通じて、ロシアのITサービス市場の動向を紹介する。

海外便り
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社、通信・化学分野ではOracle社、金属工業

分野では両社が6：4で分け合っているという。

フォルス社のように、モスクワ市の道路清掃

や住宅管理のための統合情報システムの構築

と運用に取り組んでいるケースもあるが、こ

れは例外的である。

アウトソーシングが増えていることも変化

の 1つである。ロシアは伝統的に情報システ

ムを自前で運用する傾向が著しく強かったが、

リーマン危機を経て、コスト適正化の観点か

らシステムの運用・保守をアウトソーシング

するようになってきた。SaaS（Software as

a Service：ソフトウエアをインターネット

を通じてサービスとして利用する仕組み）の

活用も広まりつつある。

ITサービスの需要が大きい業種は金融、国

営セクター、通信、電力の 4業種である。政

府は景気てこ入れのために金融業界に膨大な

資金を投入しており、また国有企業の危機回

避に向けても膨大な予算を支出している。こ

の潤沢な資金がIT需要を呼び起こしている。

国営セクターについては、ロシア経済の近

代化を目指すメドヴェージェフ大統領が、「ロ

シアのイノベーションは主要国有企業が率先

して進めるべきである」という号令を発した

ことで、何らかの技術革新、事業革新に取り

組まざるを得ない状況にある。そのため、国

営セクターではERPやCRM（顧客関係管理）

システムの導入などが進むと見られている。

通信業界や電力業界は、リーマン危機とは

関わりなくもともとITサービスの需要が大き

い。通信業界はロシアで最も競争の激しい業

界の 1つであり、顧客向けに提供する新サー

ビスの開発と品質向上のための技術更新が活

発である。電力業界の場合、国有企業が2008

年に分割・民営化され、電力設備の老朽化対

策としてITの導入による事業管理の効率化が

喫緊の課題となっている。

経営品質向上のためのIT導入

シトロニクス社のレオニード・ソボレフ社

長は、ITサービス市場の変化について次のよ

うに語っている。「かつてITサービスは、ベ

ストプラクティスの導入や経営戦略の転換の

ためのITが中心だった。現在はコストの最小

化や、事業の品質を必要なレベルに保つため

のITが求められている。重要なのは、事業プ

ロセス分析とリスク管理に関する顧客側のニ

ーズを掘り起こして、いかに魅力的な提案を

できるかということだ」

リーマン危機前のロシア経済は、石油と天

然ガスの価格が高騰して外貨収入が急増し、

ヨーロッパから比較的低利の融資を大量に受

けたことで、金余りのなかでの一本調子の高

成長を実現していた。現在のロシア経済は、

かつてよりは低成長ではあるものの、ITサー

ビスによって地道なコスト管理や品質管理を

図る動きが企業の間に広がっている。それは、

ロシア経済の今後の成長のあり方を示してい

るといえるのではないだろうか。 ■

野村総合研究所
モスクワ支店
支店長

大橋　巌（おおはしいわお）

専門はロシア等CIS市場における産業
調査・事業開拓
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NRI Web Site

■『 ITソリューション フロンティア』本誌記事およびバックナンバーは、野村総合研究所（以下、NRI）ホームページで閲覧
できます。
URL：http://www.nri.co.jp

■『 ITソリューション フロンティア』に関するご意見、ご要望などは、氏名・住所・連絡先を明記の上、下記あてにお送り
ください。
E-mail：it-solution@nri.co.jp

野村総合研究所
http://www.nri.co.jp

NRIグループと関連団体のWebサイト
NRIネットワークコミュニケーションズ http://www.nri-net.com

NRIセキュアテクノロジーズ http://www.nri-secure.co.jp

NRIサイバーパテント http://www.patent.ne.jp

野村総合研究所（香港）有限公司 http://www.nrihk.com

NRIデータi テック http://www.n-itech.com

NRIパシフィック http://www.nri.com

野村総合研究所（上海）有限公司 http://consulting.nri.com.cn

野村総合研究所（北京）有限公司
上海支店

http://beijing.nri.com.cn
http://shanghai.nri.com.cn

NRIシンガポール http://www.nrisg.com

NRI台北支店 http://www.nri.com.tw

ソリューション・サービス

マッチング・ポータルサービス

ナレッジ・ポータルサービス

NRIサイバーパテントデスク http://www.patent.ne.jp

台湾経済部と共同で、日本企業の台湾進出を支援日本企業台湾進出支援
「ジャパンデスク」

国内外の特許情報や主要企業の技術雑誌（技報）の検
索・閲覧サービス

情報収集、情報交換、商取引などの企業活動を総合的
に支援する企業間ネットワークサービス

B2Bポータルサイト
「BizMart」

http://www.bizmart.ne.jp

http://www.japandesk.com.tw

オブジェクトワークス http://works.nri.co.jp MVCモデルに基づくWebアプリケーション開発のため
のJ2EE準拠開発フレームワークの紹介

最先端のITに取り組む技術集団である情報技術本部の
活動内容や研究開発を紹介情報技術本部サイト http://www.nri-aitd.com

BESTWAY http://www.bestway.nri.co.jp 金融リテール投信ビジネスの“De-facto”スタンダード
システム。100社を超える金融機関が利用中

統合運用管理ソリューション
（Senju Family）

http://senjufamily.nri.co.jp NRIが培ったノウハウを結集した統合運用管理製品群。
企業の「ITサービスマネージメント」の最適化を実現

TRUE TELLER
（トゥルーテラー）

http://www.trueteller.net コールセンターからマーケティング部門まで、様々なビ
ジネスシーンで活用可能なテキストマイニングツール

インターネットリサーチ
NRIが戦略策定等のコンサルティングに際して独自に開
発したインターネットリサーチを企業向けに提供

TRUENAVI http://truenavi.net

（財）野村マネジメント・スクール http://www.nsam.or.jp

NRIソウル支店 http://www.nri-seoul.co.kr

ユビークリンク http://www.ubiqlink.co.jp

ナビゲーションサービス
携帯総合ナビサービス。世界初の携帯プローブ交通情報
で道案内も。NTTドコモ、au、ソフトバンクから提供中

携帯電話の総合ナビサービス
「全力案内！」（ユビークリンク）

http://www.z-an.com

NRI社会情報システム http://www.nri-social.co.jp

PCLifecycleSuite http://www.pcls.jp 企業内のPC運用コスト削減と品質向上を同時に実現す
る、PC運用管理の再構築サービス
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